
（平成２３年２月２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認旭川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



旭川厚生年金 事案564    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の申立期間の標準賞与額に係る記録を35万3,000円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成17年６月15日 

    平成17年６月15日に賞与が支給されているが、厚生年金保険の標準賞与

額のオンライン記録が無い。 

医療法人社団Ａ老人保健施設Ｂも届出の誤りを認めて訂正届を提出し、

年金事務所での訂正処理もされているので、申立期間について年金額の計

算対象となる期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された給与明細書により、申立人は、平成 17 年６月 15 日

に医療法人社団Ａ老人保健施設Ｂから賞与の支払いを受け、当該賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、給与明細書における当該賞

与額に係る厚生年金保険料控除額から、35万 3,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人に係る届出を行っていないことを認めていることか

ら、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



旭川厚生年金 事案 565    

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の有限会社Ａに

おける申立期間の標準報酬月額に係る記録を22万円に訂正することが必要で

ある。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年１月１日から同年２月１日まで 

国（厚生労働省）の記録では、平成 13年１月に標準報酬月額が 22万円

から 12 万 6,000 円に下がっているが、当時、給与が下がったことは無い

ので、22万円に記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人について、平成 12 年 10 月の定時決定に

より 22 万円と記載されていた標準報酬月額が、13 年１月の随時改定により

12 万 6,000 円となっているところ、当該処理は有限会社Ａが同年２月１日に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなった後の同年２月13日付けでなされて

おり、申立人以外の同僚二人についても同様の処理がなされていることが確

認できる。 

また、当該事業所の代表取締役（社長）及び取締役の標準報酬月額は、平

成 12年７月の随時改定により大幅に減額している記録となっているところ、

代表取締役は、「当時、保険料の滞納があって自分と取締役の標準報酬月額を

下げる手続をしたが、それでもまだ整理がつかなかった。会社が適用事業所

ではなくなるときに、従業員の標準報酬月額を下げる処理をしたが、実際に

従業員に支払う給与は下げなかったし、保険料も下げる前の標準報酬月額に

相当する金額を控除していたと思う。また、従業員には、標準報酬月額を下

げる処理をする際に何も説明しなかった。」と証言していることを踏まえると、

申立人に係る 13年２月 13日付けの標準報酬月額の減額処理は、滞納した保

険料を精算するために行われたものであると考えられる。 



さらに、所管の年金事務所に照会したところ、「申立期間当時の資料が保

存されていないため、不明である。」と回答している。 

これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該処理

を行う合理的な理由は見当たらず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額に

ついては、有効な処理であったとは認め難いことから、申立人の申立期間に

係る標準報酬月額については、22万円に訂正することが妥当である。 



旭川厚生年金 事案 566  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の申立期間の標準賞与額に係る記録を30万1,000円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成17年６月15日 

    平成17年６月15日に賞与が支給されているが、厚生年金保険の標準賞与

額のオンライン記録が無い。 

医療法人社団Ａ老人保健施設Ｂも届出の誤りを認めて訂正届を提出し、

年金事務所での訂正処理もされているので、申立期間について年金額の計

算対象となる期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された給与明細書により、申立人は、平成 17 年６月 15 日

に医療法人社団Ａ老人保健施設Ｂから賞与の支払いを受け、当該賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、給与明細書における当該賞

与額に係る厚生年金保険料控除額から、30万 1,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人に係る届出を行っていないことを認めていることか

ら、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



  

旭川厚生年金 事案567  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年１月１日から同年７月 31日まで 

新聞でＡ株式会社（商業登記簿謄本によれば、Ｂ株式会社）の募集広

告を見て応募し、面接を受け正社員として入社し、Ｃ担当の仕事をして

いた。給与明細書を見て、厚生年金保険料が控除されているのを知って

いた。申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から、申立人が、申立期間においてＡ株式会社に、勤務

していたことが確認できる。 

しかしながら、健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人が名

前を挙げた同僚二人のうち一人は申立人と同日である昭和 34 年１月１日、別

の一人は同年２月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失している記録とな

っているところ、資格喪失日が申立人と同日となっている者からは、資格喪

失後もＡ株式会社に勤務していたとの回答を得ているが、資格喪失後の期間

において給与から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる証言

等は得られなかった。 

また、申立人と同日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している前述の

同僚は、「Ａ株式会社は、倒産してＤ市のＥ株式会社に売却されたと聞いて

いる。私は昭和 32 年８月１日から 34 年７月末まで勤務していたが、厚生年

金保険の加入記録が 34 年１月１日で切れていることは知っている。記録が無

い期間に、病気や長期欠勤した記憶も無い。当時、会社は経営も相当苦しか

ったようで、一斉に従業員の厚生年金保険を切ったと思う。給与などの遅配

は無かったが、私や申立人も含めて、Ｅ株式会社に引き継がれた者は、その



  

ままＡ株式会社に勤めていたと記憶している。」と証言しており、当該同僚

及び申立人が名前を挙げたもう一人の同僚、並びに申立人は、昭和 34 年８月

１日にＦ株式会社Ｇ支店（昭和 35 年５月 10 日からは、Ｅ株式会社Ｇ支店に

名称変更）において、厚生年金保険被保険者資格を取得した記録となってい

る。 

さらに、健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、Ａ株式会社におい

て、昭和 33 年２月から同年９月までの期間に厚生年金保険被保険者資格を取

得している従業員 60 人のうち、申立期間に加入記録が確認できる者は６人の

みとなっており、申立人を含む 29 人が 34 年１月１日に資格喪失しているこ

とから、事業主は一部を除き多数の従業員の被保険者資格を一斉に喪失させ

たものと考えられる。 

加えて、Ａ株式会社は、昭和 34 年６月 26 日に厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、当時の事業主も居所不明のため申立内容を裏付ける証

言等を得ることができず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

旭川厚生年金 事案 568         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び③について、厚生年金保険被保険者としてその

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年４月１日から５年９月 29日まで 

② 平成５年９年 29日から７年８月 21日まで 

③ 平成７年８月 21日から８年２月 26日まで 

申立期間①及び③については、役員報酬に変更は無く、継続して 50 万

円程度の支給があったと記憶している。国（厚生労働省）の記録上、標準

報酬月額が 53 万円から 20 万円に変更されていることに納得がいかないの

で、標準報酬月額が 53万円であったことを認めてほしい。 

申立期間②については、昭和 56 年 11 月から平成８年２月に退職するま

で継続して株式会社Ａに勤務していた。勤務形態に変更は無かったにもか

かわらず、厚生年金保険の加入記録が無く、納得がいかないので、厚生年

金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び③について、申立人は、株式会社Ａにおける標準報酬月

額の相違について申立てているが、申立人が主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料が給与から控除されていたことを確認できる資料を所持

していない上、現在の事業主からも保険料控除額等を確認できる資料の提

出は無い。 

  また、申立人は、申立期間①及び③については、役員報酬の変更は無く、

継続して 50 万円程度の支給があったと記憶していると主張しており、オン

ライン記録では、平成２年 10 月の定時決定において、厚生年金保険の標準



  

報酬月額は上限である 53 万円に決定されていることが確認できるが、同定

時決定において、健康保険の標準報酬月額は 65 万円に決定されていること

から、同年 10 月から標準報酬月額が 20 万円に随時改定された３年４月ま

での申立人の役員報酬は、63 万 5,000 円以上 66 万 5,000 円未満と推認で

き、申立人の主張する役員報酬（50万円程度）とは一致しない。 

  さらに、事業主の回答によれば申立人は、厚生年金保険の標準報酬月額

が 53 万円から 20 万円に随時改定された平成３年４月を含む４年３月まで

社会保険関係の事務手続を担当している上、オンライン記録では、遡って

標準報酬月額の訂正が行われた形跡は無い。 

このほか、申立期間①及び③の申立てに係る事実を確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び③において、その主

張する標準報酬月額に基づき厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

  ところで、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律」（平成 19年法律第 131号。以下「特例法」という。）第１条第１

項ただし書では、特例対象者（申立人）は、当該事業主が厚生年金保険の

保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であった

と認められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規

定されている。  

 これらを総合的に判断すると、申立期間①のうち平成３年４月１日から

４年３月 31 日までの期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることが

できたとしても、申立人は、当該事業所の社会保険関係の事務手続担当者

であることから、上記のとおり特例法第１条第１項ただし書きに規定され

る「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であ

ったと認められる場合」に該当すると認められることから、申立人の当該

期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録については、同法に

基づく記録訂正の対象とすることはできない。 

２ 申立期間②について、複数の同僚の証言及び商業登記簿謄本の記録から、

申立人が申立期間②において、株式会社Ａで継続して勤務していたことが

認められる。 

  しかしながら、現在の事業主からは、申立期間②に係る賃金台帳等の資

料の提出は無いことから、申立人の当該期間に係る厚生年金保険の適用状

況等について、確認することができない。 

また、申立期間②のうち、平成５年９月 29 日から７年７月 11 日までの

期間については、Ｂ協会Ｃ支部の回答から申立人が健康保険任意継続被保



  

険者であったことが確認できることから、申立人が申立期間②において、

株式会社Ａで厚生年金保険に継続して加入していたとは考え難い。 

  さらに、申立人が申立期間②において、厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

  このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

旭川厚生年金 事案 569    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年９月１日から 24年５月１日まで 

昭和 21年９月１日にＡ社Ｂ本社のＣ部に採用された。 

Ｄ局から一人、Ｅ局から私の二人が選ばれて、勉強するため同社のＦ支

社に転勤することになり、23 年７月に人事異動が発令され、23 年９月１日

に赴任した。赴任後すぐにＧ社Ｈ部に出向となったが、26 年４月にＡ社Ｆ

支社に戻った。身分はずっとＡ社の社員であり、給与から厚生年金保険料

等が引かれていたことを覚えているので、申立期間について厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言から、申立人が株式会社Ａ社Ｆ支社に転勤し、その直後

にＧ社に出向したことが推認できる。 

   しかしながら、健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人が同

時期に株式会Ａ社Ｂ本社から同社Ｆ支社に転勤したとして名前を挙げた同僚

については７か月、厚生年金保険の加入状況から昭和 22 年 12 月に同社Ｂ本

社から同社Ｆ支社に異動したと考えられる者には６か月の厚生年金保険の未

加入期間が確認できる。 

   また、株式会社Ａ社は昭和 33 年５月 24 日に解散し、後継会社の株式会社

Ｉ社も平成 10 年に倒産しており、同社の元代表取締役からは申立期間当時

の給料台帳等は残っていないとの回答を得ている上、前述の同僚二人は既に

亡くなっており厚生年金保険に未加入となっている期間に係る厚生年金保険

の適用状況等について確認できず、このほかに連絡の取れた同僚からも、申

立期間において申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことをう

かがわせる証言等は得られなかった。 



  

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


